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設
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学
校

糸
島
市

令
和
六
年
四
月
一
日

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
二
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
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県
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学
校
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
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す
る
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制
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し
、
こ
こ

に
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福
岡
県
県
立
学
校
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

教
育
委
員
会
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
が
で
き
な
い
と
き
又
は
委
員
と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
任
又
は

解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
い
じ
め
」
の
下
に
「
事
案
」
を
加
え
、
「
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

調
査
」
の
下
に
「
又
は
児
童
生
徒
の
死
亡
事
案
に
係
る
詳
細
な
調
査
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第

三
項
中
「
い
じ
め
」
を
「
事
案
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二

項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
委
員
会
」
の
下
に
「
及
び
部
会
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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